
リワーク禁止事項 

 

・連絡先やその他個人情報の交換行為 

 

・プログラム中の無断離席及び迷惑行為 

 

・プログラムの進行を妨げる行為 

 

・他者への暴言・暴力行為 

 

・倫理観・節度に著しくかけている行動や言動 

 

・病状悪化時 

 

・酒気帯び参加及び酒類の持ち込み、その他飲食物の持ち込み行為 

 

・セールス行為、宗教活動、政治活動等の勧誘行為 

 

・備品・物品の盗難行為 

 

・金銭や物のの貸し借り 

 

・院内での無断撮影、録音・録画行為 

 

・SNS 等を使用しての院内情報の発信及び写真・動画等のアップロード行為 

 

・その他主治医・スタッフが中止が妥当であると判断した場合 

 

外出時はスタッフに申告し許可を得てから外出する 

 

治療等で飴や菓子類の持ち込みが必要な場合はスタッフに事前申告する 



復職時期の設定

利用から復職までの流れ

本人

レ
ベ
ル
①

職場・産業医 主治医 リワーク

リワーク
見学・体験

リワーク
見学・体験

・週3日間利用
・通勤訓練
・生活リズムの回復

レ
ベ
ル
②

・1日利用
・全プログラム参加
・基礎体力
・作業効率
・他者交流

レ
ベ
ル
③

・自己の振り返り
・再発予防策立案

・個別課題設定
・復職イメージ

レ
ベ
ル
④

・復職準備

・再発予防策の見直し
・ストレス対策の強化

復　職

リワークの紹介

休職者情報の提供

定期面談など

リワークの紹介

必要書類の

作成
(指示箋など)

定期受診など

見学対応
説明

・インテーク

・情報収集
・プログラム提供

・プログラム提供
・定期面談
・心理検査

・主治医・職場

　産業医への情報提供
・個別課題フォロー

・再発予防策フォロー
・復職イメージ

復職判定 復職判断
・個別課題の提出

・復職判定
・復職スケジュー
　ル調整

復職後のサポート フォローアップ継続就労のための再発
予防策の実施

必要に応じてカンファレンス

 


